
現代日本の政治と行政	 予習プリント 
第２講：戦後改革の意味①：概観と政治改革 
 
はじめに：「戦後改革」という概念 
 
	 	 ・戦前の「大日本帝国憲法」体制の構図 

↓ 
	 	 ・戦後の「日本国憲法」体制への移行 
 
	 	 	 	 	 →変革の起動力は	 	 	 	 	 	 	 、それを国民が受け入れた、という構図 
              したがって、「戦後改革」と称され、	 	 	 	 	 	 	 	 	 とは呼ばれない 
 
１，旧来型「絶対主義的天皇制」の解体 

まず、軍隊の	 	 	 	 	 	 と、植民地・占領地域の放棄、「復員」 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 の効力停止と政治活動の自由化（４５年１０月） 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 の実現（４５年１２月）から、解散・総選挙へ 
          →その間に「	 	 	 	 	 	 	 」がはさまり、投票は４６年４月に延期される 
 
  「	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 」（４６年１月）から、日本国憲法下での象徴天皇制へ 
 
２，敗戦を契機とした「政界再編」の開始 
	 	 	 ＝思想・信条の自由の確立と政治活動の自由化による、革新政党の勃興 
	 	 	 	 ＋                                             

「公職追放」を契機とした、保守政界の再編            	 ＜総選挙後＞ 
	 	 	 	 大政翼賛会推薦議員が中心となった「	  	 	 	 党」→保守第一党から第二党へ 
        大政翼賛会非推薦議員を中心とした「	 	 	 	 	 党」→保守第一党に 

当初、         	 	     が中心 
総選挙後に彼が追放されたことにより、	 	 	 	 	 	 	 が党首・首相に 

 
３，労働運動の自由化＝戦時中一旦は壊滅、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 その後占領軍の「奨励策」で一気に急増 
 
４，戦後第一回の総選挙結果（１９４６年４月実施） 

女性当選者数が	 	 	 名（つい最近までこの時が史上最高だった） 
	 	 →では、女性当選者数が史上最高を記録したのは	 	 	 	 年衆院選で	 	 	 	 名 か？ 

	 	 （これらの数字は教科書にないが、調べてみよう） 
 

	 	 	 	 →自由‐進歩両党による保守連立政権下で、新憲法制定へ  


